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ワイタンギ審判所の活動ー南島ガイタフの場合

青柳まちと

（茨城キリスト教大学）

ニュージーランド南島の土地買い占め

ただいまご紹介いただきました青柳でございます。今日のシンポジウムの題

が、多元的民族社会の緊張相互理解協調ということでございまして、今ま

でのお話が緊張のほうであったとするならば、私が担当する部分はたぶんこの

協調という部分だと思います。それで今日はニュージーランドにおける最近の

動向についてお話をしたいと思います。ご存じだと思いますけれども、ニュー

ジーランドは先住民でありますポリネシア系住民のマオリと、イギリスからの

移民であるパケハ、これはマオリ語でヨーロッパ人を指しますけれども、その

人たちを中，レに形成されています多民族国家であります。 1996年の国勢調査に

よりますと、総人口は368万人でありまして、そのうちの52万人が自らをマオリ

というふうに申告しております。国勢調査では自分がマオリだと思えばマオリ

として申告することになっております。ですから、マオリの総人口に占める割

合というのは、ほぽ15%弱になるかと思います。

1840年、イギリスは北部のマオリの首長ら45人との間で、ワイタンギにおい

て条約を締結しました。これによりましてマオリの住む土地は正式にイギリス

の植民地になりました。ワイタンギ条約は 3条からなっておりますが、このう

ちの特に重要なのが2条でありまして、この中でイギリスはマオリの土地、水

産資源、森林資源、その他に関して、これまで通りの所有権を認めるというふ

うに記載してあるわけです。にもかかわらず現実には、イギリスをはじめヨー

ロツパからつぎつぎにやってくる移民遠のために、植民地政府は積極的に土地
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を買い占めるということになりました。個人ではなくて政府が土地の買い占め

に奔走するということになったわけです。そのもっともよい例がニュージーラ

ンドの南島におこりました。

ワイタンギ条約第2条

イングランドの女王陛下は、ニュ ジーランドの族長及び部族並びにその個々

の家族及び個人に対し、その者たちが集固または個人で所有する土地、不動産、

森林、水産、及びその他の財産の排他的かっ平穏な完全所有について、それらの

所有を意図しそれを希望する限り、その所有を承認し保障する。ただし、迎合部

族の族長および個々の族長は、それぞれの所有権者と女王陛下の代わりに所有権

者と交渉するように女王陛下に任命された者との聞で合意された価格で、その所

有者が譲渡することができる土地に対する先買権を、女王陛下に与える。

（国立国会図書館調査立法考査局編1993「ニュージーランド先住民とワイタンギ条

約j『外国の立法特集先住民族」 32巻2・3合併号 pp.257 258) 
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購入地区名 購入面積 購入価格 マオリのため

図I参照 (acce) （£） の保（留ac地問）面積

1844 Otakou 400,000 2400 9, 615 

1848 Kemv 20.000.000 2000 6, 359 

安 1849 Port Cooper 59, 000 200 900 

* 1849 Port Levy 104. 000 1,361 

1853 Murihiku 7. 000, 000 2600 4. 875 
女 1856 Akaroa 67, 000 150 !, 200 

1857 調。rthCanterbury 1, ODO, OOOover 500 。
1859 Kaikoura 2, 800, 000 300 5,558 

186日 Arahura 7, 000, 000 300 12.000 
1864 Rakiura 6000 fl.l区宮

Te Kamka Spedal Ed;rfon Cmwn Settlement Offeγ pp. 63 66より作製

女印（PortCooper, Port Levy, Aka＇田）は、 Banks半島購入として一括記述されることが多い。

マオリというのはそもそも暖かい中央ポリネシアからやってきた人々ですの

で、主に北島に住んでいたわけですね。南島は寒いので一部を除きますと、人

口は希薄でありました。やがて南島に住む人たちがガイタフと呼ばれる集団名

を名乗るようになりまして、ガイタフが南島の主要住民となったわけですけれ

とも、ガイタフの人口は1840年つまりワイタンギ条約が結ぼれた時点で推定

1500人から2500人くらい、その後もzocD人前後を上下しているような数であり

ました。南島の面積というのが北海道の 2倍弱ぐらいだそうですので、いかに

人口が少なかったかということがおわかりいただけると思います。このように

人口が希薄であったために、政府が土地をまとめて購入するには好都合であっ

たということがいえます。

南島の土地購入というのは、 1844年にニュージーランド会社、これは移民会

社なのですが、その買い付けに始まりまして、それ以後は政府によって大量に

購入されました。 1848年から1864年までの聞に購入された土地、それからそれ

の金額を図 lに書いておきました。

特に1848年にケムプという人が買った土地は、ほとんど南島の 3分の 1くら
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いを占めております。ケムプは第三代総督グレイの、有能な官吏だったのだと

思いますけれども、非常に巧みに土地を購入していきました。というわけで、

わずか20年ほどの聞に、ニュージーランドの南島でマオリのために残された土

地というのはほぼ 1%に満たないくらいになってしまったといわれます。図 2

には、北島と南島と両方が描かれております。白い部分がまだマオリの土地で

す。黒い部分がヨーロッパ人によって購入されてしまった土地です。この時点

では一番南のスチユアート島がまだ白くなっていますけど、これは1864年に購

入されたために、図 lでは黒くなっておりますが。

図2
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このようにしてマオリは大部分の土地を失い、さらにその残された土地とい

うのも非常な荒地でありました。先ほども申しましたように、マオリはサツマ

イモを作っていました。北部は気候が温暖ですからサツマイモを十分作ること
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ができたのですが、南部ではサツマイモは寒すぎます。そのために南部のマオ

リたちは北部に比べると、採集や狩猟に頼る割合が高〈、従ってより多くの土

地を必要としていたと思われます。それで困窮してしまった南島の住民である

ガイタ 7は、以降たびたび、土地の返還と彼らの窮状を訴える陳情を行ってき

ました。しかしそれらが取り上げられるということはほとんどなかったわけで

す。

ワイ空ンギ審判所の設立

しかし、 1960年代にアメリカのブラックパワーに始まる少数民族、あるいは

先住民族の運動の中で、マオリも復権を非常に声高〈主張するようになってき

ました。政府もこの運動を無視できなくなってきて、 1975年にワイタンギ条約

法という法律を制定しました。この法律に拠って設置されたのが、 Waitangi

Tribunalすなわちワイタンギ審判所です。これは何をする所かといいますと、マ

オリからの請求に基づいて、彼らの苦情を調査する場所です。それを聴取しま

して、それがワイクンギ条約の第二項に違反するかどうかということを審議し

て、もし違反するならば、その是正を政府に勧告することになります。最初は、

1975年、つまりこの法律が制定された時点以後に生じた違反が取り上げられる

ということでした。しかし、それでは、 1840年以降の19世紀に起きた不正はど

うなるのか、ということになってきて、やがて労働党内閣が返り咲いた1985年

にこの法律は改正されまして、ワイタンギ条約締結時の1840年にまで遡って請

求ができるということになりました。ということで結局、ニュージーランドの

全土からさまざまの請求が山積するようになったわけです。主な問題はもちろ

ん土地問題だったわけですけれども、その他に水産資源の問題であるとか、水

質汚染の問題であるとか、あるいはマオリ語の問題であるとか、そういうさま

ざまな分野についてマオリからの苦情の申し立てがありまして、それがワイタ

ンギ審判所に山積みになりました。今年（1998年）の 8月の時点では727の請求

が登録されております。
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ガイ$1フの請求

そこでガイタ 7ももちろん請求を始めたわけです。 1987年の 8月からガイタ

フに関する審議が始まりまして、これは 3冊の報告書としてまとまって出版さ

れました。それぞれ細かい売買について、ワイタンギ審判所はガイタフからの

要求とクラウン側の記録というものを検討していきました。ここでは価格それ

自体ということは問題にならなかったそうです。しかしマオリに対して充分な

保有地を残しておかなかったことが大きな争点になりました。本来マオリから

土地を貰うときには、少なくとも十分の はマオリの生活のために残しておく

ということが決まっていたのですが、実際それはほとんど守られなかったよう

です。それからまた境界に関し

でも大きな食い違いがありまし

た。例えば先程のケムプの膨大

な土地の購入に関しでも、ケム

プつまり政府側は、西側の端は、

ずっと西側の山脈のところまで

と主張しましたが、マオリ側は

売った土地はそんなにたくさん

ではないということで食い違っ

ていました。図3で斜線部分は、

マオリ側からすると、売った覚

えはないと言うし、政府側から

すると買った、と言っている紛

争の土地を示しています。それ

からそれと同じように、一番南

側のちょっと里くなっている

点々がある部分ですけれども、

これもマオリからすると売った

図3
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覚えはないと言っている土地です。

ガイタフの土地に関する報告書の提出を受けまして、審議した結果、やがて

クラウン側が賠償することが決まりまして、賠償のための交渉が91年の 8月か

ら始まりました。こうしてクラウン官uから和解要件の提示というのが昨年

(1997年）の9月になされたわけです。

クラウンによる和解提示

この和解の要件というのは、大きく分けまして、クラウンによる正式な謝罪

と金銭的な補償、クック山の返還、文化的な補償というようなものです。クラ

ウンによる正式な謝罪は 項から六項まで幾つかの項目がありますが、例えば、

クラウンはガイタフの土地購入に関してワイタンギ条約の原目ljを繰り返し違反

してきた事実を認めるとはっきり述べています。また一方ガイタ 7の方は、常

に誠実であってワイタンギ条約に規定された義務と責任を履行してきたという

ことをクラウンは認める、ということも記載しています。またそれからクラウ

ンはガイタフに苦難を与えたことに対して、すべての成員に心の底から遺憾と

謝罪を表明すると言っています。最後は、クラウンはすべてのニュージーラン

ド国民に代わって上記の過失に関して補償する、そして、ガイタフとの新たな

協力関係の時代を聞くことを求めるというように、大変率直な形で、クラウン

はガイタフに謝罪をしております。

それから二番目の金銭的補償というのは、 li宜7,000万NZドルの金銭的補償を

行うと提示したことです。またさらにこれに加えて、個々の小さな請求の補償

として250万ドルを支払うことになっております。

それから三番目としましては、日本でもスキーに行かれる人はご存じだと思

いますが、南島にクックという 番高い山がありますが、ここをガイタフに返

還しました。ガイタ 7は、この山を、クックなどという英語の名前ではなくて、

昔のアオラキという名前に戻して、返還された同日に、それをニュージーラン

ド全体のための公共の資産であるということで、クラウンに返還しました。
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それからあとは文化的な面での補償としましては、マオリの土地に対する伝

統的な権利を認めたことです。南島には、マオリが昔からいろいろな工芸に使

っていましたグリーンストーンと呼ばれる弱翠があります。その務翠を生産す

る場所とか、それから特別な聖地など宗教的な意味を持つ土地、伝統的な食物

の捕獲採集地など、マオリにとって特別の意味のある土地について、ガイタ 7

のマナ（宗教的な力）の下にあることが確認されました。この条項により、そ

うした場所に関してガイタ 7が日常的に管理することや、名称変更なとが可能

となりました。こういったいくつかの条件を提示したわけです。

ガイ空フの和解条件受け入れ

クラウン側からのこういう和解条件の提示を受けまして、ガイタフはニュー

ジーランドの国内各地で集会を行い、この提案の説明を行いました。今ではマ

オリの都市居住者というのは80%に及んでいまして、もはや伝統的に田舎に住

んでいるという人は多くないのです。ガイタ 7もあちらこちらに分散して住ん

でおりますので、そういう人たちのために、各地で集会を聞いてF説明を行いま

した。また外国に住んでいる人も多いので、ガイタ 7の機関誌の特集号を出し

まして、クラウンの提案を説明 解説いたしました。そして去年（1997年）の

11月7日に賛否を問う投票を行いました。ガイタフの人口は、それをどのよう

に計算するかは非常に難しいのですが、一応 l万2,0CJj重の投票用紙を送りまし

た。そのうち返ってきたのが約57%、6,341通だったそうですけれども、圧倒的

な大多数が賛成、つまりクラウンの提示を受け入れるというものでありました。

6, 341通のうち、否とするものは390通ばかりでありました。

この投票結果をもとにして今度は、ガイタフの最高決議機関である議会のよ

うなもので裁決が行われまして、 18名のうち、 16名が賛成し、提案は正式にガ

イタフに受け入れられるということになりました。後に残った作業としては、

また政府に戻りまして、今度は政府が国の議会に諮って議会で可決するという

ことになるわけです。それが今年 (1998年）の 9月29日だったといいますから
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約一ヶ月ほど前に議会を通過したそうで、これで正式にこの補償がガイタフに

対して行われるということが決まりました。

19世紀の植民地獲得時代以後、支配者・植民者が先住民族に対して行ってい

た数々の不正というものはよく伝えられております。ニュージーランドのパケ

ハがマオリに対して行ってきた不正というのも、その例外ではなかったと思い

ます。しかしその非を認め、先程のような非常に率直な謝罪を行い、膨大な補

償に踏み切ったニュージーランド政府の対応というのは、やはり非常に真撃で

あると私は思います。

現在のニュージーランドの経済というのは、 1960年代までの英国に依存して

いた時代と違いまして、決して豊かではありません。 1994年の政府歳入が302億

ドルだったといいますので、 1 億 7,CJO万ドルという数字は巨額な数字だと思う

のです。さらに、補償をしなければいけない対象はガイタフだけではありませ

ん。すでに一部では締結したところもありますけれども、ニュージーランド全

土から非常に多くの請求が、ワイタンギ審判所には山積みされているというこ

とは、先ほと申し上げたとおりです。でも、これだけ大きな犠牲を払っても、

先住民族の権利を侵害してしまったという過ちを償おうとしているニュージー

ランドの姿勢というのは、非常に高く評価してもよいのではないかと思います。


